
（浦安愛光園空床利用型短期入所生活介護重要事項説明書別表１）

令和8年4月1日　改定

（１）介護保険の給付対象となるサービス（日額）　1単位＝10.83円（地域区分:3級地）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基準単位 704単位 772単位 847単位 918単位 987単位
連続60日を超え利
用された場合 670単位 740単位 815単位 886単位 955単位

【加算】　基準を満たした体制により算定する加算　全利用者対象の体制加算は　 　　　 で示しています。
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○必要に応じて算定する加算
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※今後職員配置もしくはサービス提供体制の変更により、加算は変更される場合があります。

加算項目 内容 単位数

サービス利用料金表

夜勤職員配置加算Ⅳ 20単位／日

看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師を1名以上配置している場合 4単位／日

看護体制加算Ⅱ 基準を上回る看護師の配置がされている場合 8単位／日

夜勤職員配置加算Ⅱ 18単位／日

サービス提供体制強化加算Ⅲ 介護福祉士が50％以上配置されている場合 6単位／日

機能訓練指導員配置加算 機能訓練の職務に従事する看護師等の配置がある場合 12単位／日

サービス提供体制強化加算Ⅰ
介護福祉士が80％以上もしくは勤続10年以上の介護福
祉士が35％以上配置されている場合

22単位／日

64単位／日
死亡日及び死亡日以前30日以下

若年性認知症利用者受入加算
受け入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定
めている場合

120単位／日

加算項目 内容 単位数

個別機能訓練加算
機能訓練指導員を配置し、個別の機能訓練計画を作成
の上で機能訓練を行った場合

56単位／日

認知症行動・心理症状
緊急対応加算

医師により認知症の行動・心理症状が認められ、緊急
の入所が必要と判断した場合（7日が限度）

200単位／日

送迎加算 送迎を行った場合（片道につき） 184単位／回

サービス提供体制強化加算Ⅱ 介護福祉士が60％以上配置されている場合 18単位／日

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

療養食加算 医師の指示のもと食事を提供した場合 8単位／回

緊急短期入所受入加算
居宅サービス計画書において計画的に行う事になって
いない者が緊急で利用した場合

90単位／日
（7日ないし14日が上限）

医療連携加算 国が定める基準の状態の利用者を受け入れた場合 58単位／日

19

－30単位／日

国が定める数の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基
準を満たす配置がされている場合

国が定める数の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基
準を満たす配置がされている場合

基準に適合している施設が、入所者に対しサービスを
行った場合

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

（Ⅱ）を満たし、見守り機器等を複数導入、介護助手
等の活用し取組の成果が確認されている。

①委員会開催、②見守り機器等を１つ以上導入
③業務改善の効果を示すデータ提供

10単位／月

100単位／月

長期利用者に対してサービスを提
供する場合

連続して30日を超えて利用された場合
（31日目～60日目まで）

在宅中重度受入加算

訪問看護事業所に健康上の管理をさせた場合
①看護体制加算Ⅰを算定している場合
②看護体制加算Ⅱを算定している場合
③看護体制加算Ⅰ・Ⅱいずれも算定している場合
④看護体制加算を算定していない場合

①421単位／日
②417単位／日
③417単位／日
④425単位／日

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

入居者の状況、専門職員の配置、会議など伝達・技術
的指導の体制が整っている場合

3単位／日

4単位／日
（Ⅰ）の要件を満たし、専門職員の配置及び研修計画
を作成し実施した場合

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

認知症専門ケア加算(Ⅱ)

看取り連携体制加算
24時間看護職員と連絡が取れる体制、看取り対応指針
を定め説明・同意を得ている



（浦安愛光園空床利用型短期入所生活介護重要事項説明書別表2）

【食費】　1日のうちで召し上がった食数分の食費を負担していただきます。

居住費 食費

第１段階 880円 300円

第２段階 880円 600円

第３段階① 1,370円 1,000円

第３段階② 1,370円 1,300円

第４段階 3,060円 2,000円

※年金収入等…公的年金等収入金額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

第4段階

2割負担

3割負担

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

1食召し上がった場合 2食召し上がった場合 3食召し上がった場合

【居住費・食費】〔日額〕

利用者負担段階

単価 1食目　900円 2食目　　580円 3食目　　520円

合計額 900円  1,480円 2,000円

世帯
全員が
市民税
非課税

老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者

預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円 年金収入等が80.9万円以下

預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円 年金収入等が80.9万円～120万円

預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円 年金収入等が120万円超

【サービス基本料金　早見表】〔基本日額：食事を3食召し上がった場合〕

上記以外の方

介護度５

2,112円 2,195円 2,288円 2,376円 2,461円

基本料金＝(基準単位+加算)×地域区分(10.83)＋滞在費＋食費

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４

2,761円

3,302円 3,385円 3,478円 3,566円 3,651円

2,412円 2,495円 2,588円 2,676円

6,923円 7,090円 7,276円 7,452円 7,621円

8,384円 8,647円 8,901円

3,951円

7,854円 8,105円

5,992円 6,075円 6,168円 6,256円 6,341円

3,602円 3,685円 3,778円 3,866円

☆単位から料金を算出する計算方法〔例：要介護3の場合〕※1割負担の場合

１．[A（847+20+4+8+18)+(A×140/1000)]

×10.83円(地域区分:3級地)

↓

[A (897単位)+126単位]×10.83円 ＝ B 11,079円(円未満切捨て)

２．B 11,079円×0.9(介護保険給付の9割) ＝ C 9,971円(円未満切捨て)

３．B 11,079円(介護保険利用金額) － C 9,971円 (介護保険給付額) ＝ 1,108円

※上記計算式中のＡは、全利用者対象の日単位の体制加算(2.3.4.12.14)表の 部分を含み、

月単位の体制加算（10）及び個別に必要な加算単位、滞在費及び食費は含まれておりません。


